
     

広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
十
三
号 

広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 
 

（
公
営
企
業
の
設
置
） 

第
一
条 

県
に
、
広
島
県
流
域
下
水
道
事
業
（
第
四
条

の
三
を
除
き
、
以
下
「
公
営
企
業
」
と
い
う
。
）
を

設
置
す
る
。 

      

（
法
の
適
用
） 

第
二
条 

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
三
項
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
公
営
企
業
に
法
の
規
定
の
全
部
を
平
成
三
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

  

（
経
営
の
基
本
） 

第
三
条 

（
略
） 

           

 

（
公
営
企
業
の
設
置
） 

第
一
条 

県
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
公
営
企

業
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

一 

広
島
県
工
業
用
水
道
事
業
（
以
下
「
工
業
用
水

道
事
業
」
と
い
う
。
） 

二 

広
島
県
水
道
用
水
供
給
事
業
（
以
下
「
水
道
用

水
供
給
事
業
」
と
い
う
。
） 

三 

広
島
県
流
域
下
水
道
事
業
（
以
下
「
流
域
下
水

道
事
業
」
と
い
う
。
） 

 

（
法
の
適
用
） 

第
二
条 

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
三
項
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
に
法
の
規
定
の
全
部
を
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

  

（
経
営
の
基
本
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

工
業
用
水
道
事
業
に
お
い
て
設
け
る
施
設
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

名 

称 

 

水 

源 

給
水
区
域 

一
日
当
た
り

の
最
大
給
水 

量 

太
田
川

東
部
工

業
用
水

道 

第
一
期

水
道 

太
田
川 

広
島
市
、

呉
市
、
安 

芸
郡 

二
十
三
万
立

方
メ
ー
ト
ル 

第
二
期

水
道 

 

広
島
市
、

呉
市
、
東

広
島
市
、 

九
万
三
千
立

方
メ
ー
ト
ル 



                                      

２ 

（
略
） 

 

（
管
理
者
） 

第
四
条 

公
営
企
業
の
管
理
者
は
、
上
下
水
道
部
長
と

い
う
。 

   

（
事
務
処
理
の
た
め
の
組
織
） 

第
四
条
の
二 

法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
上
下

水
道
部
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た

め
、
上
下
水
道
部
を
置
く
。 

 

２ 

上
下
水
道
部
の
位
置
は
、
広
島
市
中
区
基
町
と
す

る
。 

 

（
広
島
県
上
下
水
道
部
流
域
下
水
道
事
業
評
価
委
員 

 
 

 

安
芸
郡 

 

沼
田
川
工
業
用 

水
道 

沼
田
川 

竹
原
市
（

忠
海
町
字

西
長
浜
の

区
域
に
限

る
。
）
、 

六
万
四
千
立

方
メ
ー
ト
ル 

 
 

三
原
市
、

尾
道
市
、

福
山
市
（

松
永
町
、

今
津
町
、

高
西
町
の

区
域
に
限 

る
。
） 

 

３ 

水
道
用
水
供
給
事
業
に
お
い
て
設
け
る
施
設
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

名 

称 

 

水 

源 

給
水
対
象 

一
日
当
た
り

の
最
大
給
水 

量 
広
島
水
道
用
水

供
給
水
道 

太
田
川 

広
島
市
、

呉
市
、
竹

原
市
、
東

広
島
市
、

江
田
島
市
、

海
田
町
、

熊
野
町
、

大
崎
上
島

町
、
今
治 

市 

二
十
一
万
四

千
六
百
立
方 

メ
ー
ト
ル 

広
島
西
部
地
域

水
道
用
水
供
給

水
道 

八
幡
川 

広
島
市
、

大
竹
市
、

廿
日
市
市 

十
二
万
三
千

立
方
メ
ー
ト 

ル 

小
瀬
川 

沼
田
川
水
道
用

水
供
給
水
道 

沼
田
川 

三
原
市
、

尾
道
市
、

福
山
市
、 

東
広
島
市
、 

上
島
町 

十
一
万
立
方 

メ
ー
ト
ル 

藤
井
川 

４ 

（
略
） 

 

（
管
理
者
の
設
置
等
） 

第
四
条 

法
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
第

一
条
に
掲
げ
る
公
営
企
業
を
通
じ
て
管
理
者
一
人
を

置
く
。 

２ 

前
項
の
管
理
者
の
職
名
は
、
企
業
局
長
と
す
る
。 

  

（
事
務
処
理
の
た
め
の
組
織
） 

第
四
条
の
二 

法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
営

企
業
の
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の

権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
企
業
局

を
置
く
。 

２ 

企
業
局
の
位
置
は
、
広
島
市
中
区
基
町
と
す
る
。 

  

（
広
島
県
企
業
局
水
道
事
業
等
評
価
委
員
会
） 



会
） 

第
四
条
の
三 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
上
下
水

道
部
長
の
諮
問
に
応
じ
、
広
島
県
流
域
下
水
道
事
業

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
流
域
下
水
道
事
業
」
と

い
う
。
）
の
評
価
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
た
め
、

広
島
県
上
下
水
道
部
流
域
下
水
道
事
業
評
価
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

２ 

（
略
） 

３ 

委
員
は
、
流
域
下
水
道
事
業
の
評
価
に
関
し
識
見

を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
上
下
水
道
部
長
が
任
命

す
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織

及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
上
下
水
道
部
長

が
別
に
定
め
る
。 

 

（
そ
の
他
の
組
織
） 

第
四
条
の
四 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
上
下

水
道
部
長
は
、
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
（
契
約

の
内
容
が
専
門
的
な
知
識
又
は
技
術
が
要
求
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
、
提
案
の
内
容
に
基
づ
き
公
募
に
よ

り
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十

六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
よ
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
選
定
す
る
方
式
を
い

う
。
）
に
よ
る
契
約
の
相
手
方
の
選
定
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
組
織
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。 

 

第
四
条
の
三 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
者

の
諮
問
に
応
じ
、
工
業
用
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供

給
事
業
及
び
流
域
下
水
道
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
水
道
事
業
等
」
と
い
う
。
）
の
評
価
に
つ
い

て
調
査
審
議
す
る
た
め
、
広
島
県
企
業
局
水
道
事
業

等
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を

置
く
。 

２ 

（
略
） 

３ 

委
員
は
、
水
道
事
業
等
の
評
価
に
関
し
識
見
を
有

す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
管
理
者
が
任
命
す
る
。 

 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織

及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
別
に

定
め
る
。 

 

（
そ
の
他
の
組
織
） 

第
四
条
の
四 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理

者
は
、
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
（
契
約
の
内
容

が
専
門
的
な
知
識
又
は
技
術
が
要
求
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
、
提
案
の
内
容
に
基
づ
き
公
募
に
よ
り
地
方

自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

随
意
契
約
の
相
手
方
を
選
定
す
る
方
式
を
い
う
。
）

に
よ
る
契
約
の
相
手
方
の
選
定
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
調
査
審
議
す
る
組
織
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
広
島
県
工
業
用
水
道
条
例
及
び
広
島
県
水
道
用
水
供
給
水
道
条
例
の
廃
止
） 

２ 

広
島
県
工
業
用
水
道
条
例
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
条
例
第
三
十
号
）
及
び
広
島
県
水
道
用
水
供
給
水

道
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
条
例
第
二
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
広
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例 

の
一
部
改
正
） 

３ 

広
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
三
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。 

     

 


